
第 14条  この会の会計年度は4月 1日 より始まり、翌年 3月 31

日{こ 終わる。

第 15条 本会の決算は、会計監査を経て総会 |こ 報告 し承認を得な

ければならない。

第 9章 雑則

第 16条  この会は次の11に 簿を備える。

1 会則等の規定類

2 会員名簿

3 役員名簿

4 会計簿

5 記録簿 (議事録等)

第 17条  この会の会務遂行に必要な規程は、別に定める。

防犯パ トロール実施要領

(目 的)

第 1条  この要領は、宮前小学校 Pl｀ Aに よる防犯パ トロールを実

ちLするための基準を定めたものである.

(実施基準)

第 2条 防犯パ トロールの基準は、次のとおりとする。

1 原則として一斉下校 日 (字別下校 日)を除く登校 日の下校時間

に実施する。

2 腕章を必ず着用し、学校から配布された呼子笛を携帯して、地

区内を巡回する。

(実施日等)

第 3条 パ トロール実施対象日は、本校の年間事業計画に基づき、各

地区の実情にあわせて選択 し実施する。

第 4条 各地区はパ トロールを 1家庭につき年 4回 を日途に配分す

る。

(巡回方法)

第 5条 原則として徒歩で巡回するものとする。ただし、従歩による

巡国が不適当な場合や合理的でない場合などは、地区の中で検討

し確認する。

第 6条 犬の故歩や買い物等を兼ねることは、本人の判断で可能と

する。ただし、才 しくパ トロールに支障が生じる事象が見受けられ

る場合、常任委員会において審議する.

この会員|」 は、 日召禾日54年 4月 1日 から施イテする。

この会則は、昭和 60年度に一部改訂したものである。

この会則は、平成 2年度に一部改訂 したものである。

この会則は、平成 3年度に一部改訂したものである。

この会則は、平成 11年度に一部改訂したものである。

この会則は、平成 14年度に一部改訂したものであるc

この会則は、平成 19年度に一部改訂したものである。

この会則は、平成 22年度に一部改訂 したものである。

この会則は、平成 29年度に一部改正したものである。

この会則は、平成 30年度に一部改正したものである。

この会則は、令和 2年 5月 7日 に改正 し、同日より実施する。

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

附則

宮前小学校 PTA慶 弔規程

第 1条  この規定は、宮前小学校 PTAの慶弔・表彰・慰労の基準を

定めたものである。

第 2条 慶弔の基準は次のとおりとする。

1 会員死亡の際  10、 000円
2 児童死亡の際 10, 000円 並びに生花

3 火災等の不慮の事故については、常任委員会で決める。

4 教職員の場合も第 1項から第 3項に準ずる。

第 3条 表彰については、PTA活 動推進上あるいは本校の教育上

特に功労のあった者に感謝状を贈ることができる。その決定は常

任委員会で決める、

第 4条 慰労については、教職員の転退職の際、会員としての在任期

間 1年 につき 1、 000円 とする,た だし、最高 10,000円 を

限度とする。

第 5条 その他特別な事情のある場合には、常任委員会で決める.

第 6条 第 2条 から第 5条の適用を受けたものは、金品を以って礼

に代えてはならない。

第 7条  この規程は、常任委員会において改廃することができる。

(日 誌等)

第 7条  バトロール終了後、日誌に記入すること。なお、日誌の記入案は

別紙2(総会資料においては掲載を省略)のとお′)と する.

第 8条 腕章及び日誌は常にセットで保管し、持ち回りとする。

(緊 急時の対応)

第 9条  不審者を発見したときは、児童を安全な場所に誘導し、自身の安

全も確保したうえで、速やかに警察及び学校に連絡する。

第 10条 警察による事情聴取や、学校による事実確認などには積

極的に対応する.

第 11条  児童を総合的に守る立場から、通常路であるカイ下か:こ 関わら

ず、次のような行為等については、親の立場として注意を促→■

1 下校中に危険な筒所に接近している.

2 危険な遊びをしている^

3 ・いじめ」に類する行為

第 12条 上記の件が発生したときは、日誌に詳細を記入する.なお、個

人情報やプライバシー保護の観点から、個人名は記載しないこととし、

個人を容易に特定できる文面にならないよう配慮する.

(実施報告書 )

第 13条  各地区委員長は、実施 日・実施場所 。日誌による報告内容

等に基づき、バ
1ヽ ロールの実施状況や課題等について適宜常任委

員会で報告する。

(そ の他)

第 14条 パ トロールの実施に際しては以下の心得を持って実施す

るものとする。

1 パ トロールに際しては、交通安全に注意する。

この規程は、 昭不1155イ 112」]19「 |よ り
'咆

イ子する。

この規程は、平成 19年度に ‐部改司 したものである。_

この規程は、平成 22年度 |こ
‐部改訂 したものである.

この規程 |「〔、平成 29年度に一部改正 したものである。
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